
４． 公共交通機関、歩行空間等のバ
リアフリー化の推進

（１）公共交通機関のバリアフリー化

ア　 法令等に基づく公共交通機関のバリアフ
リー化の推進

①　 「バリアフリー法」に基づく公共交通機
関のバリアフリー化の推進

　公共交通機関のバリアフリー化については、
平成12年11月に施行された「交通バリアフリー
法」に基づく取組が行われてきたが、「バリア
フリー法」においても、公共交通事業者等に
対して、鉄道駅等の旅客施設の新設、大改良
及び車両等の新規導入に際しての移動等円滑
化基準（「移動等円滑化のために必要な旅客
施設又は車両等の構造及び設備に関する基
準」（平成18年国土交通省令第111号））への
適合を義務付けている。既設の旅客施設・車
両等についても移動等円滑化基準に適合させ
るよう努めなければならないこととしている。
②　旅客施設に関するガイドラインの策定
　公共交通機関の旅客施設のバリアフリー整
備内容等を示した「公共交通機関の移動等円
滑化整備ガイドライン」（旅客施設編）を平
成25年６月に改訂し、整備のあり方を具体的
に示すことで、利用者にとって望ましい旅客
施設のバリアフリー化を推進している。
③　車両等に関するガイドライン等の整備
　公共交通機関の車両等のバリアフリー整備
内容等を示した「公共交通機関の移動等円滑
化整備ガイドライン」（車両等編）を平成25
年６月に改訂し、整備のあり方を具体的に示
すことで、利用者にとってより望ましい車両
等のバリアフリー化を推進している。
　また、平成19年８月、「旅客船バリアフリー
ガイドライン」を策定し、障害のある人等を
はじめとした多様な利用者の多彩なニーズに
応え、すべての利用者がより円滑に旅客船を

利用できるようなバリアフリー化の指針とし
て、その望ましい整備内容等を示している。

イ　施設整備及び車両整備に対する支援
①　 鉄道駅等旅客ターミナルにおけるエレ
ベーター等の施設の整備に対する助成及
び融資

　都市鉄道整備事業補助及び地域公共交通確
保維持改善事業において、鉄軌道駅等のバリ
アフリー化に要する経費の一部補助を実施し
ている。
　また、地方公営企業の交通事業のうち、地
下鉄事業のバリアフリー化を含む建設改良事
業に対する財政融資及び地方公共団体金融機
構の融資制度が設けられている。
②　 障害のある人にやさしい車両の整備につ
いての助成及び融資

　ノンステップバス、リフト付きバス、福祉
タクシー、低床式路面電車（LRV）等の導
入に対して、地域公共交通確保維持改善事業
において経費の一部補助を行っている。
　障害のある人のための車両整備に対する低
利融資制度として、地方公営企業の交通事業
のうち、バス事業及び路面電車事業のバリア
フリー化を含む建設改良事業に対する財政融
資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設
けられている。また、ノンステップバス、リ
フト付きバス及びユニバーサルデザインタク
シーに係る自動車重量税及び自動車取得税の
特例措置が講じられている他、低床式路面電
車（LRV）に対する固定資産税の特例措置
が講じられている。
③　 地域公共交通確保維持改善事業及び共有
建造における国内旅客船のバリアフリー
化の推進

　地域公共交通確保維持改善事業において、
高度バリアフリー化船の建造及び船舶のバリ
アフリー化のための改造に要する経費の一部
補助を実施している。
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　また、バリアフリーの高度化・多様化に資
する船舶（車いす対応トイレ、エレベーター
等障害のある人等の利便性及び安全性の向上
に資する設備を有する船舶）を建造する場合
に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構」の共有建造制度が活用されている。
　なお、地方公営企業の交通事業のうち、船
舶事業のバリアフリー化を含む建設改良事業
に対する財政融資及び地方公共団体金融機構
の融資制度が設けられている。

（２）歩行空間等のバリアフリー化

ア　福祉のまちづくりの推進
　障害のある人が自立して生活し、積極的に
社会参加していく上で、まち全体を障害のあ
る人にとって利用しやすいものへと変えてい
くことの重要性が、近年、広く認識されるよ
うになっている。このため、幅の広い歩道の
整備や建築物の出入口の段差の解消、鉄道駅
舎のエレベーターの設置、音響信号機等の整
備等による障害のある人の円滑な移動の確
保、公園整備等による憩いと交流の場の確保
等、福祉の観点も踏まえた総合的なまちづく
りが各地で進められている。
　国土交通省においては、「バリアフリー法」
に基づき、公共交通機関、建築物、道路等の
一体的・連続的なバリアフリー化を推進して
いる。
　このほか、福祉のまちづくりへの取組を支
援するため、以下のような施策を実施している。
①　 公共交通機関の旅客施設等を中心とした
まちのバリアフリー化の推進

　障害のある人が介助なしに外出し、公共交
通機関を利用できるようにするためには、歩
行者交通、自動車交通、公共交通が連携し、
一連の円滑な交通手段を確保することが必要
である。このため、駅等の交通結節点におい
て道路・街路事業等により駅前広場やペデス
トリアンデッキ、自由通路等を整備するとと

もに、エレベーター、エスカレーター等の歩
行支援施設の整備や沿道の建築物との直接接
続を行っている。
　また、障害のある人等の交通弱者の移動の
利便性を確保するため、次世代型路面電車シ
ステム（LRT）等の軌道系公共交通等の整
備及び利用促進を推進している。
　さらに、障害のある人等に配慮した活動空
間の形成を図り、障害のある人等が積極的に
社会参加できるようにするために、快適かつ
安全な移動を確保するための動く通路、エレ
ベーター等の施設の整備や障害のある人等の
利用に配慮した建築物の整備等を行う「バリ
アフリー環境整備促進事業」を実施している。
②　農山漁村における生活環境の整備
　農林水産省においては、障害のある人に配
慮した生活環境の整備を図るため、「農山漁
村地域整備交付金」や「農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金」等により農山漁村地域
における広幅員の歩道整備、農業施設のバリ
アフリー化の整備等の取組を支援している。
③　普及啓発活動の推進
　最近における地方公共団体の動きとして
は、総合的なまちづくりを効果的に進めるた
めに、福祉のまちづくりに関する条例の制定
など制度面の整備が行われるとともに、事業
面においても、ユニバーサルデザインによる
まちづくり（すべての人にやさしいまちづく
り）が行われている。
　総務省では、地方公共団体が行う高齢者、
障害のある人、児童等すべての人が自立して
いきいきと生活し、人と人との交流が深まる
共生型の地域社会の実現に向けた取組を支援
するため、ハード・ソフト両面から必要な地
方財政措置を講じている。ソフト事業として、
ユニバーサルデザインによるまちづくりや
NPO等の活動の活性化を推進する地方公共
団体の取組に要する経費に対して、普通交付
税措置を行うとともに、ハード事業として、
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ユニバーサルデザインによるまちづくり、地
域の少子高齢化社会を支える保健福祉施設整
備、共生社会を支える市民活動支援のための
施設整備等に対して、地域活性化事業債等に
より財政措置を講じている。
　また、国民一人一人が、高齢者や障害のあ
る人の困難を自らの問題として認識し、その
社会参加に積極的に協力する「心のバリアフ
リー」社会を実現するため、国土交通省では
主に小・中学校生を対象としたバリアフリー
教室を開催している。

イ　都市計画等による取組
　都市計画における総合的な福祉のまちづく
りに関する取組としては、適切な土地利用や
公共施設の配置を行うとともに、障害のある
人に配慮した道路、公園等の都市施設の整備、
土地区画整理事業や市街地再開発事業などの
面的な都市整備を着実に進めていることが挙
げられる。
　市町村が具体の都市計画の方針として策定
する「市町村の都市計画に関する基本的な方
針（市町村マスタープラン）」の中に、まち
づくりにおける高齢者や障害のある人等への
配慮を積極的に位置付け、都市計画に反映す
ることもできる。
　全国の都市の再生を効率的に推進する観点
から、地域の創意工夫を生かした個性あふれ
るまちづくりを実施するため、都市再生整備
計画に基づく事業（都市再生整備計画事業）
に対して、社会資本整備総合交付金による支
援を行っている。本制度の活用により、全国
各地において、地域住民の生活の質の向上と
地域経済・社会の活性化に向けた取組が進め
られており、その一環として、バリアフリー
化等を通じて、安心・快適に過ごせるまちづ
くりが多くの市町村で実施されている。
　市街地再開発事業等においては、再開発ビ
ルに一定の社会福祉施設等を導入するものを

「福祉空間形成型プロジェクト」と位置付け、
通常の助成対象に加え、共用通行部分整備費、
駐車場整備費等を助成対象とするとともに、
社会福祉施設等と一体的に整備する場合の整
備費に関する助成額の割増を実施しており、
これにより、再開発ビルへの社会福祉施設等
の円滑な導入を促している。
　また、バリアフリー化等に対応した施設建
築物を整備する場合に生じる付加的経費につ
いて、別枠で補助を行っている。

ウ　歩行空間のバリアフリー化
　移動は就労、余暇等のあらゆる生活活動を
支える要素であり、その障壁を取り除き、す
べての人が安全に安心して暮らせるよう歩
道、信号機等の交通安全施設等の整備を推進
している。
　平成18年12月には、「バリアフリー法」の
制定を受け、従来の移動円滑化基準と比べて
歩道幅員、歩道の設置についての選択肢が広
がった「移動等円滑化のために必要な道路の
構造に関する基準を定める省令」（18年国土
交通省令第116号）を制定した。
　また、平成20年12月には、「バリアフリー法」
に基づき、移動等円滑化が特に必要な道路と
して、駅、官公庁施設等を相互に連絡する道
路のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒
歩で移動する道路の区間を特定道路として国
土交通大臣が指定し、だれもが安心して通行
できるよう、十分な幅員が確保された歩道等
の整備、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無
電柱化の推進、立体横断施設へのエレベー
ター設置等を実施している。整備に当たって
は、「バリアフリー法」を踏まえて、駅構内、
病院など公共的施設のバリアフリー化やノン
ステップバスの導入等と連携して整備を行っ
ている。
　さらに、「バリアフリー法」に基づく基本
方針において、重点整備地区内の主要な生活
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関連経路を構成する道路に設置されている信
号機等については、平成32年度までに、原則
としてすべての当該道路において、バリアフ
リー対応型信号機等の設置等の移動等円滑化
を実施することを目標としており、音響によ
り信号表示の状況を知らせる音響式信号機
や、歩行者・自転車と車両が通行する時間を
分離して交通事故を防止する歩車分離式信号
等の整備を推進している。
　加えて、冬期の安全で快適な歩行空間を確
保するため、中心市街地や公共施設周辺等に
おける除雪の充実や消融雪施設の整備等のバ
リアフリーに資する施設整備を実施している。

エ　路外駐車場のバリアフリー化
　高齢者、身体に障害のある人等を含むすべ
ての人々が安全で快適に自動車の利用ができ
るよう、路外駐車場のバリアフリー化を図る
ことが必要である。
　「バリアフリー法」に路外駐車場のバリア
フリー化が位置づけられ、同法の規定に基づ
き、「移動等円滑化のために必要な特定路外
駐車場の構造及び設備に関する基準を定める
省令」（平成18年国土交通省令第112号）を制
定し、バリアフリー化を推進している。（平
成26年度末現在の特定路外駐車場のバリアフ
リー化率：約56.1％）
　また、同法の規定に基づく基本方針におい
て、特定路外駐車場のバリアフリー化の目標
を定めており、引き続き、目標達成に向け、
地方公共団体及び関係団体等に対して周知の
徹底を図り、路外駐車場のバリアフリー化を
一層推進していくこととしている。

（３）移動支援

ア　福祉タクシー等の普及促進
　障害のある人等の輸送をより便利にするた
め、地域公共交通確保維持改善事業により福
祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部

補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を
図っている。
　また、バス事業者、タクシー事業者のみに
よっては十分な輸送サービスが確保できない
と認められる場合において、地域の関係者が
移動手段の確保のために必要であると合意し
た場合にはNPO法人等による福祉有償運送
を可能としている。今後、福祉タクシーと
NPO法人等による福祉有償運送がそれぞれ
多様なニーズに応じた輸送を提供することに
より、障害のある人等の外出が促進されるこ
とが期待される。
　平成26年度末における福祉タクシーの導入
状況は、14,644両となっている。
　また、屋外での移動が困難な障害のある人
について、外出のための支援を行うことによ
り、地域における自立生活及び社会参加を促
すため、「障害者総合支援法」に基づく地域
生活支援事業において、各市町村が地域の特
性や利用者のニーズに応じて、個別支援型、
グループ支援型及び車両移送型など柔軟な形
態で、ガイドヘルパーの派遣などのサービス
を提供する「移動支援事業」を実施している。

イ　移動支援システムの研究開発
　経済産業省では、障害のある人等がITを
活用して社会・経済に積極的に参画できる環
境を整備するため、平成22年度に「高齢者・
障害者配慮設計指針―移動支援のための電子
的情報提供機器の情報提供方法（JIST0901）」
として規格化している。

ウ　障害のある人に対する運賃・料金割引
　鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の
各公共交通機関では、身体障害者手帳の交付
を受けた身体に障害のある人・療育手帳の交
付を受けた知的障害のある人及び常時介護を
要するこれらの人の介護者に対して運賃・料
金の割引を実施している。
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　有料道路では、身体障害者手帳の交付を受
けた身体に障害のある人が自ら運転する場合
や、身体に重度の障害のある人又は重度の知
的障害のある人の移動のために介護者が運転
する場合において、通行料金の割引を実施し
ている。
　また、精神障害者保健福祉手帳については、
平成18年10月１日より身体障害者手帳及び療
育手帳と同様に写真貼付を行うこととし、本
人確認を容易にし、手帳の信頼性を向上させ、
各自治体における公共施設の入場料や公共交
通機関の運賃に対する割引等の支援の協力を
得やすくしている。さらに、発達障害者及び
高次脳機能障害者について、手帳の交付の対
象であることを明確化するため、平成23年４
月には、手帳の診断書の様式及び判定基準を
改正した。

エ　駐車禁止の交通規制からの除外措置
　一定の障害のある人に対して駐車禁止除外
指定車標章を交付し、駐車禁止の交通規制の
対象から除外している。

オ　ICTを活用した歩行者移動支援の推進
　国土交通省では、高齢者や障害者、訪日外
国人旅行者等も含め、誰もが必要に応じて移
動に関する情報を入手し、積極的に活動でき
るユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活
用した歩行者移動支援の取組を推進している。
　平成26年６月に設立した「ICTを活用した
歩行者移動支援の普及促進検討委員会」（主
宰：国土交通技監、委員長：坂村健東京大学
大学院情報学環教授）において普及促進に必
要な事項が検討され、平成27年４月に提言が
とりまとめられた。これを踏まえ、国土交通
省では、同年７月には歩行者移動支援サービ
スに関するオープンデータサイトを開設し、
鉄道駅等の旅客施設や不特定多数の者が利用
する建築物のバリアフリーデータ等を公開し

たほか、同年９月にはオープンデータの活用
による歩行者移動支援サービスの提供に向け
た取組手順等を解説した市町村向けのガイド
ラインを作成し、周知する等の取組を実施した。

（４） ユニバーサルツーリズムの促進とバリ
アフリー情報の提供

　観光庁では、平成24年３月に閣議決定した
「観光立国推進基本計画」に基づき、障害者
を含む誰もが旅行を楽しむことが出来るユニ
バーサルツーリズムを促進するため、地域の
受入体制を強化するための取組や、ユニバー
サル旅行商品の供給促進に向けた検討を実施
した。
　平成27年度には、地域の受入体制を強化す
るための取組の一つとして、地域におけるバ
リアフリー旅行に関する相談窓口の多言語化
を含めた活動強化を行った。　さらに、公益
財団法人交通エコロジー・モビリティ財団で
は、高齢者や身体に障害のある人等の移動支
援のため、インターネットによるバリアフ
リー情報「らくらくおでかけネット」を運用
している。当該ネットでは、約6,600の駅・ター
ミナルのバリアフリー情報を提供し、平成27
年２月末時点で約1,459万件（平成14年１月
の運用開始時からの累計）のアクセス数と
なっている。

（５）公園、水辺空間等のバリアフリー化

ア　公園整備における配慮
　都市公園は、良好な都市環境の形成、地震
災害時の避難地などの機能を有するととも
に、スポーツ、レクリエーション、文化活動
などを通じた憩いと交流の場であり、障害の
ある人の健康増進、社会参加を進める上で重
要な役割を担っていることから、利便性及び
安全性の向上を図ることが必要である。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」により、
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一定の要件を満たした園路及び広場、休憩所、
並びに便所等の特定公園施設について、新設
等の際の「移動等円滑化基準」への適合義務、
既存の施設等に対する適合努力義務を定めて
いる。
　都市公園のバリアフリー化については、障
害のある人を含むすべての人の利用に配慮し
た公園施設とするため、園路の幅の確保や段
差・勾配の改善、車いす使用者を始め、多く
の人にとって利用可能な駐車場やトイレの設
置など、公園施設のバリアフリー化を行って
きており、都市公園移動等円滑化基準の運用
等により、今後一層推進していくこととして
いる（平成26年度末現在の公園施設のバリア
フリー率【園路及び広場：約49％、駐車場：
約45％、便所：約34％】）。
　また、平成20年１月には、バリアフリー化
のための整備の具体的な指針として、「都市
公園の移動等円滑化整備ガイドライン」（平
成24年３月改訂）を策定し、公園管理者へ通
知したほか、社会資本整備総合交付金により、
都市公園のバリアフリー化を推進している。
　全国の国営公園においては、身体等に障害
のある人や介添する人に対する入園料金を免
除することにより、野外活動の機会の増進や
経済的負担の軽減を図っているほか、国営昭
和記念公園等においては、障害のある人も楽
しく安全に遊ぶことができるバリアフリー化
した遊具等を設置している。
　環境省では、国立・国定公園等において、
主要な利用施設であるビジターセンター、園
路や公衆トイレ等のユニバーサルデザイン化
を推進しており、人にやさしい施設の整備を
進めている。

イ　水辺空間の整備における配慮
　河川、海岸等の水辺空間は、公園と同様に、
障害のある人にとって憩いと交流の場を提供
するための重要な要素となっている。このた

め、河川利用上の安全・安心に係る河川管理
施設の整備により、良好な水辺空間の形成を
推進している。また、日常生活の中で海辺に
近づき、身近に自然と触れ合えるようにする
ため、海岸保全施設のバリアフリー化を推進
している。

ウ　港湾緑地・マリーナ等における配慮
　港湾緑地は、誰もが快適に利用できるよう、
計画段階から周辺交通施設との円滑なアクセ
ス向上に配慮するとともに、施設面において
もスロープ、手すりの設置や段差の解消等の
バリアフリー対応が図られるよう取り組んで
いる。また、マリーナ等については、障害の
ある人でも気軽に安全に海洋性レクリエー
ションに参加できるよう、マリーナ等施設の
バリアフリー化を推進している。

エ　森林の施設の整備における配慮
　森林は、心身の癒しや健康づくりの場等と
して、幅広い国民に利用されている。このた
め、年齢や障害の有無等にかかわらず多様な
利用者に対応できるよう、ユニバーサルデザ
インの考え方を踏まえた森林歩道等の整備を
推進している。
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■図表６-5　旅客施設におけるバリアフリー化の推移（移動等円滑化実績等報告書による）

資料： 国土交通省
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１日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上
（平成23年度の数値については参考）

段差解消 視覚障害者誘導用ブロック
障害者用トイレ

段差解消 視覚障害者誘導用ブロック
障害者用トイレ

１日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上
（平成22年度の数値については参考）

■図表６-4　旅客施設のバリアフリー化の状況

１日当たりの平均
利用者数3,000人
以上の旅客施設数

平成26年度末 １日当たりの平均
利用者数3,000人
以上かつトイレを
設置している旅客
施設数

平成26年度末

段差の解消
視覚障害者

誘導用ブロック
障害者用トイレ

鉄軌道駅 3,497 2,964 （84.8％） 3,268 （93.5％） 3,263 2,675 （82.0％）
バスターミナル 49 41 （83.7％） 40 （81.6％） 41 27 （65.9％）
旅客船ターミナル 15 15（100.0％） 10 （66.7％） 13 10 （76.9％）
航空旅客ターミナル 34 29 （85.3％） 34（100.0％） 34 34（100.0％）
　注： 航空旅客ターミナルについてのエレベーター・エスカレーター等の設置は平成13年３月までに100％達成済み。
資料： 国土交通省
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■図表６-6　車両等におけるバリアフリー化の推移（移動等円滑化実績等報告書による）

（注）バリアフリー法に基づく鉄軌道車両に係る移動等円滑化基準（新基準）では以下の内容が追加となっている。
　　　追加内容： 車両内の扉等に車両番号等を文字及び点字により表示すること。
資料： 国土交通省

■図表６-7　車両等のバリアフリー化の状況

車両等の総数 平成26年度末移動等円滑化基準に適合している車両等
鉄軌道車両 52,203 32,389（62.0％）

バ　ス
ノンステップバス 44,874 21,074（47.0％）
リフト付きバス 15,105 856 （5.7％）

旅客船 674 217（32.2％）
航空機 574 543（94.6％）
（注）：「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する移動等円滑化基準への適合をもって算定。
資料：国土交通省
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便所

管理事務所
カウンターは車いすを使用
する方でも使いやすく

標識

駐車場

園路及び広場

公園の案内板は出入口
付近に設置

車いすや杖を使用する方の
駐車スペースを設置

野外劇場

段差がある場合は傾斜路を併設

トイレは車いすや杖を使用する方、
オストメイトでも使いやすく 車いすを使用する

方の観賞スペース
を確保

休憩所

水飲場

出入口の段差を解消

主要な公園施設の例

移動等円滑化された経路

特定公園施設の例

車いすを使用する方
でも使いやすく

広場

花壇

■図表６-8　特定道路のバリアフリー化状況【差し替え予定】

資料： 国土交通省

■図表６-9　「都市公園移動等円滑化基準」によってバリアフリー化した公園施設の例

資料： 国土交通省
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オストメイト対応トイレ

　直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓器に機能障害（内部障害のひとつ）を負い、手術に
よって、人工的に腹部へ人工肛門や人工膀胱の「排泄口（ギリシャ語でストーマ）」を造
設した人を「オストメイト（ostomate）」と言います。国内には約20万～30万人のオスト
メイトがいるといわれています。
　オストメイトの人は括約筋がないため便意や尿意を感じたり、我慢することができない
ため、便や尿を溜めておくための袋＝「パウチ」を腹部に装着しています。パウチに溜まっ
た排泄物は一定時間ごとに便器や汚物流しに捨てる必要があります。このときに、パウチ
や腹部を洗浄する必要があります。
　そのため、シャワー等の特別な設備を備えたトイレが、最近では設置されるようになっ
てきました。オストメイト対応トイレについては、公共交通機関を中心に下図のようなマー
クが表示されています。
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　バリアフリー法に基づく基本方針では、原則平成22年までのバリアフリー化の目標値を
設定し施策を推進してきましたが、目標期限が到来したため、これまでの各施設等におけ
るバリアフリー化の状況等を踏まえ、基本方針を改正し、新たな目標値を設定しました。
（平成23年３月31日告示）

１　旅客施設
　平成32年度までに、１日当たりの平均的な利用者の数が3,000人以上の原則としてすべ
ての鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルについて、
（１）　段差の解消
（２）　視覚障害者誘導用ブロックの整備
（３）　障害者用トイレの設置
等のバリアフリー化を実施します。
　鉄軌道駅については、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ
可能な限りの整備を行うこととします。
　ホームドア又は可動式ホーム柵については、車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分
の増大等のサービスの低下、膨大な投資費用等の課題について総合的に勘案した上で、優
先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進します。

２　車両等
　平成32年度までに、以下のバリアフリー化を実施します。
車両等の種類 車両等の総数 バリアフリー化される車両等の数
鉄軌道車両 約52,000 約36,400（約70％）

乗合バス ノンステップバス 約50,000 約35,000（約70％）
リフト付きバス等 約10,000 約 2,500（約25％）

タクシー車両 （約28,000台の福祉タクシーを導入）
旅客船 約  800 約  400（約50％）
航空機 約  530 約  480（約90％）

３　道路
　平成32年度までに、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべて
の道路について、バリアフリー化を実施します。

４　都市公園
　平成32年度までに、以下のバリアフリー化を実施します。
（１）　園路及び広場 園路及び広場の設置された都市公園のうち、約60％
（２）　駐車場 駐車場の設置された都市公園のうち、約60％
（３）　便所 便所の設置された都市公園のうち、約45％

「バリアフリー法」基本方針における目標設定
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５　路外駐車場
　平成32年度までに、特定路外駐車場の約70％についてバリアフリー化を実施します。

６　建築物
　平成32年度までに、2,000m2以上の特別特定建築物の総ストックの約60％についてバリ
アフリー化を実施します。

７　信号機等
　平成32年度までに、原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべて
の道路において、バリアフリー対応型信号機等を設置します。

第
６
章
住
み
よ
い
環
境
の
基
盤
づ
く
り

149



視覚障害者用誘導案内用設備

　「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」において、視覚障
害者誘導用ブロックと音案内についてのガイドラインが示されています。

（１）視覚障害者誘導用ブロック（絵）

線状ブロック
歩く方向を示すもの。駅構内など誘
導を目的とした所に設置される。

点状ブロック
このラインを超えると危険であるな
どの注意を示すもの。階段の上り口・
下り口、線状ブロックの分岐・屈曲・
停止位置などに設置される。

ホーム縁端警告ブロック
ホーム縁端の警告を示すもの。点状
ブロックと１本の線状突起で構成さ
れ、線状突起のある方がホーム内側
になるように設置される。

（２）音案内（標準的なもの）
①　改札：「ピン・ポーン」又はこれに類似した音響案内
②　エスカレーター：「（行き先）（上下方向）エスカレーターです」などの音声案内
③　トイレ：「向かって右が男子トイレ、左が女子トイレ」などの音声案内
④　ホームからの階段：鳥の鳴き声を模した音響案内
⑤　地下鉄の地上出口：「ピン・ポーン」又はこれに類似した音響案内

改札 エスカレーターの音声装置（埋込型）
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LRT （Light Rail Transit）システム

　LRTシステムとは、従来の路面電車から走行空間、車両等を向上させたもので、道路
空間、鉄道敷等の既存インフラも有効活用し、高い速達性、定時性、輸送力等を持った、
人や環境に優しい都市公共交通システムです。
　低床で車内に段差のないLRV（低床式車両）の導入や電停へのスロープ整備等の段差解
消の取組によりバリアフリー化を図り、高齢者や障害のある人も安心して利用できるよう
になります。
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福祉空間形成型プロジェクト

〔福祉空間形成型プロジェクトの要件〕
● 社会福祉施設等の再開発ビルへの導入が市町村が定める福祉のまちづくりに関する計画
に位置づけられていること。
● 当該社会福祉施設等の延べ面積の合計が保留床の延べ面積の10分の１以上又は1,000m2

以上であること。
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らくらくおでかけネット

　公共交通機関（鉄軌道駅、バスターミナル、空港ターミナル、旅客船ターミナル）のバ
リアフリー情報をインターネットや携帯端末により提供しています。また、駅・ターミナ
ル情報については一部英語版での提供もしています。

駅案内図駅・ターミナル情報

トイレの情報

車いすでの
利用情報 移動ルート

■駅・ターミナル情報
●車いすでの利用情報
●トイレ情報
●駅案内図
●駅周辺案内図等

■乗り継ぎ情報
●複数乗換案内板
●車いすでの利用のしやすさを表示
●トイレ情報等

■運行情報
●鉄道事業者の運行情報

■福祉輸送サービス情報
●リフト付きタクシー等の情報

■リンク集
●交通事業者や関連団体等の情報

車いす対応、オストメイ
ト対応、ベビーベッドの
有無など
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国営公園の取組

　国営昭和記念公園では、平成９年度より「誰でも安心して楽しむことができる公園づく
り」を基本理念とし、JRに直結した西立川口を中心として、園路や遊具、トイレ等のバ
リアフリー化など、ハード面の整備を進めるとともに、ソフト面でも、障害者や高齢者の
方々に公園をより楽しんでいただくようガイドボランティアの育成を実施しています。

バリアフリー対応のトイレ 車いす使用者も遊べる遊具

国営昭和記念公園ボランティア車いす使用者に配慮したパークトレイン
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